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Ⅰ．「まちの保健室」とは 

 

 

学校にある、あの「保健室」のように、 

こころや身体について、気になることや 

悩みを、気軽に相談できる場所。 

         

それが「まちの保健室」です。 

 

 

 

 

 

 

 

「まちの保健室」は、平成 12 年度から日本看護協会が 47 都道府県看護協会と連携し推進

してきた事業で、少子高齢時代における国民の健康と生活を支える新しい看護提供の在り

方を開発するために「地域における看護提供システムモデル事業（まちの保健室）」として

始まりました。 

「まちの保健室」とは、生徒の相談と癒しの場として機能を果たしている学校の保健室の

ように、妊娠、出産から看取りまで、健康な時も病気の時もこころと体に関連する様々な

気がかりや問題を、気軽に看護職に相談できる場であり、人々がその人らしく健やかに生

きていく支援をするための、癒しとケアの場です。 

 山形県看護協会では、平成 15 年に実施体制の検討をし、平成 16 年より開始しました。 

平成 25 年、山形県看護協会は、公益社団法人になったことを契機に、「まちの保健室」事

業の見直しを行い、より地域に密着した「まちの保健室」を実施しています。 
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  協力 

  協力 

Ⅱ．山形県看護協会「まちの保健室」事業実施要項 

 

１．事業の目的 

  「まちの保健室」は、地域住民の健康づくりを広くサポートし、県民の健康意識の向上や健

康の保持増進に寄与することを目的とする。 

 

２．事業の区分 

１）各支部が企画実施する地域密着型 

２）協会事務局が実施主体となって実施するイベント型 

３）行政等他団体の企画へ参画する参画型 

 ４）福島県の委託事業として実施している「福島県外避難者の心のケア業務」 

  

３．実施体制 

１）支部「まちの保健室」運営委員会 

(１) 目的：支部において地域住民に密着した「まちの保健室」事業を実施する。 

（２）内容：①「まちの保健室」事業の企画・運営・評価 

        ②「まちの保健室」支部合同委員会での情報交換・意見交換 

（３）構成員：支部会員から 2名、副支部長から 1名選出する。それぞれ任期 2年とする。 

委員長は、構成員で互選する。委員の選出は全員が交代とならないよう考慮する。 

 

  ２）「まちの保健室」支部合同委員会 

  （１）目的：各支部「まちの保健室」運営委員会が情報交換・意見交換を行い活動に繋げる。 

  （２）内容：活動状況の報告、問題点や課題の共有、改善に向けた意見交換等を、年 1～2回 

開催する。 

（３）構成員：各支部の「まちの保健室」運営委員会代表者、協会事務局 

 

３）「まちの保健室」連絡協議会 

（１）目的：「まちの保健室」計画実施にあたり協力を依頼する各団体との連携を図る。 

（２）内容：実施状況と開催計画の共有、協力体制の調整、関係団体のネットワークの構築           

  （３）構成員：山形県健康福祉部、日本精神科看護協会山形支部、山形県栄養士会、山形県理 

学療法士会、山形県薬剤師会、山形県看護協会会長・常任理事・支部長・事務局等 

（４）必要に応じて開催する 

 

４）「まちの保健室」事務局 

   山形県看護協会看護政策課に事務局を置き、支部、ボランティア、関係機関等と連携し、「ま

ちの保健室」の円滑な活動推進を図る。 

         連絡先 〒990-2473 山形市松栄一丁目 5番 45号 

              TEL 023-685-8033  e-mail jigyou@nurse-yamagata.or.jp 

 

４．事業の組織図 

 

 

                            

 

 

                               

                      

 

 

「まちの保健室」連絡協議会(必要時開催) 

「まちの保健室」支部合同委員会 

「まちの保健室」事務局 

総 会 

理事会 

ボランティア登録者 

支部「まちの保健室」運営委員会 

支 部 
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Ⅲ．山形県看護協会「まちの保健室」ボランティアについて 

 

１．「まちの保健室」ボランティアとは 

   「まちの保健室」ボランティア(以下、ボランティアとする)に登録した保健師・助産師・看護

師・准看護師をいう。各支部と山形県看護協会（以下、当協会とする）が計画する「まちの保

健室」事業に参加する。 

 

２．求められる能力 

１）看護の専門性を発揮し、相談者のニーズに合わせた対応ができる。 

２）心身が健康であり、ゆとりを持って相談者の言葉に耳を傾けることができる。 

３）ボランティアに意欲的である。 

４）運営スタッフと協働して、役割発揮ができる。 

 

３．活動の範囲・活動日 

１）活動範囲は個人の有する資格の範囲において可能とする。 

 ２）地域住民のニーズに応じた活動であり、心身への侵襲の大きな技術の提供は行わない。 

３）活動日は、支部または当協会が提示した日程で、個々の活動可能な日を調整する。 

 

４．研修会への参加 

  知識や技術の習得として、ボランティア育成研修会を開催する。受講料は無料とする。    

 

５．登録について 

１）登録対象 

（１）保健師・助産師・看護師・准看護師を対象とし山形県看護協会会員・非会員は問わない。 

（２）事業の主旨及び無報酬の活動と理解していること。 

２）登録方法 

（１）山形県看護協会「まちの保健室」ボランティア登録申込書（まち保様式６）に必要事項 

  を記載し事務局に提出する。施設勤務者は、看護管理者（管理者）に登録の旨を伝える。 

（２）届出内容（氏名・住所・所属施設等）に変更が生じた時は、速やかに事務局に連絡する。 

（３）登録の更新は毎年自動更新とする。 

（４）５年に１回、登録の継続確認を行う。 

（５）事務局及び支部は個人情報保護法を遵守し、ボランティア登録名簿を適切に管理する。 

３）登録辞退方法 

山形県看護協会「まちの保健室」ボランティア登録辞退届（まち保様式７）を事務局に提出

し、所属の看護管理者に辞退の旨を報告する。事務局は、支部に登録抹消を連絡する。 

 

６．運用について 

支部又は事務局は、ボランティアに協力依頼する。活動日が決定したら、山形県看護協会「ま

ちの保健室」事業計画書(まち保様式１)（以下、事業計画書とする）、山形県看護協会事業運営

スケジュール(まち保様式 3)(以下、運営スケジュールとする)等を送付し具体的な活動依頼を

行う。 

 

７．活動時の旅費等・保障について 

１）旅費等 

  （１）活動時間が 4時間未満の場合には、一律 500円を旅費として支給する。 

  （２）活動時間が 4時間を超える場合には、一律 1000円を旅費等として支給する。 

（３）へき地等の住民を対象とした「まちの保健室」（例えば、飛島や鮭川村など）で活動する

場合には、当協会の規定による旅費等を支給する。 

（４）福島県外避難者の心のケア業務におけるボランティア活動の報酬は別途規定する。 

（５） 講師として認定看護師等に依頼した場合には一律 3000円を旅費・謝金として支給する。 

２）活動時の保障 

    一括して傷害総合保険に加入する。    
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Ⅳ．山形県看護協会「まちの保健室」実施手順 

 

１．事業計画に沿った「まちの保健室」の開催 

 １）計画・準備 

（１）年間の事業計画を作成し事業計画書を 1 月までに事務局に提出し、理事会で報告する。 

（２）運営スケジュールを作成する。 

（３）常設型の場合は、開催施設と覚書（まち保様式２）を取り交わす。覚書は、支部と開催 

  施設で１年間保管する。 

（４）ボランティアに協力依頼する。事業計画書や運営スケジュールを送付する。 

（５）物品借用が必要な場合は、所定の手続きを踏まえ借用する。当協会からの借用に関して 

は、貸出規則を確認し申込書を記載して事務局に提出する。 

   

２）開催当日 

（１）ボランティアへオリエンテーションを行う。 

（２）運営スケジュールに沿って実施する。 

（３）「まちの保健室」チェック票（別紙１）を活用する。 

（４）ボランティアへ旅費を支給する。 

（５）終了後、振返りのミーティングを行う。 

  （６）借用した物品は、責任を持って返却する。 

 

 ３）終了後 

    山形県看護協会「まちの保健室」事業実施報告書（まち保様式４）(以下、実施報告書とす

る)を記載し、事業実施後１か月以内に事務局に提出する。 

 

２．事業評価 

    今年度の事業評価は、山形県看護協会「まちの保健室」事業実施評価表（まち保様式５） 

(以下、実施評価表とする)を作成し、1月までに事務局に提出する。 

 

３．その他 

  （１）必要時、ホームページや「山形いぶき」等での PRを行う 

  （２）傷害総合保険への加入を年１回行う。 
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ボランティア 支部担当者 事務局

常設型の場合は開催施設と覚書(まち保様
式2)を取り交わす

ボランティア登録の管理

ボランティア名簿の受理 ボランティア名簿の提出

運営の具体化、役割分担を行う

必要物品等を準備する

物品借用が必要な場合は、所定の手続き
をふまえ借用する

ボランティアへ関係書類（事業計画書、事
業運営スケジュール等）送付

活動時は登録証を身につける

オリエンテーションを受ける　　　 　オリエンテーションの実施

「まちの保健室」の実施 「まちの保健室」の実施

旅費を受領する 旅費の支給

振り返りのミーティング

後片付け、清掃 後片付け、清掃

実績のまとめ

「まちの保健室」活動のフロー

企画

「まちの保健室」事業計画書（まち保様式
1）に基づき実施する

年間を通しての「まちの保健室」に関して
一括起案する

事前
準備

活動内容・役割分担・事務連絡等
の確認を行う

事務局で担当する場合も支部と同様の手
順で実施する

「まちの保健室」事業運営スケジュール（ま
ち保様式3）作成

実施

（1月まで
に提出）

協力依頼受理

事業実施評価表の受理

事業計画書の受理

依頼

施設責任者あるいは開催場所の施設管理
者等へ開始の挨拶を行う

必要物品の確認と測定機器の作
動の確認を行う

振り返りのミーティングを行い、必要な事項
は、実施報告書あるいは連絡ノートに記載
する

今年度

の評価

終了後

次年度
の計画

次年度の「まちの保健室」年間計画一覧
の作成

開催内容に応じて、ボランティアの必要人
数を算出し、事前調整を行い、文書にて協
力依頼する

年間を通して協力依頼が決まっていれば、
内容等の変更時に電話またはメールや
FAXで連絡する

「まちの保健室」事業実施報告書（まち保
様式4）を実施後1ヵ月以内に提出

事業実施報告書の受理

「まちの保健室」事業実施評価表（まち保
様式5）提出

次年度の「まちの保健室」事業計画書(まち
保様式1）提出

「まちの保健室」に関する様式はホームページよりダウンロードできます
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（まち保様式１）  

       年   月   日 

 

公益社団法人山形県看護協会 

会 長  あて             

支 部 名                

                         支 部 長               

            所 属 名                

           電 話 番 号                

山形県看護協会「まちの保健室」事業計画書 

 

項  目 内   容 備 考 

開 催 期 日 

開 催 時 間 
 

 

 

開 催 場 所 

(会場及び 

所在地) 

  

相談担当者名   

実 施 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広   報   

借 用 物 品 
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(まち保様式２) 

覚 書 

 

公益社団法人山形県看護協会        支部、支部長             と 

施設名                    施設管理者              は、 

「まちの保健室」開設に関して下記の通り覚書を交わします。 

 

１．「まちの保健室」開設期間は、 

    年   月   日から    年   月   日までとする。 

２．「まちの保健室」の開設日は  年 ・ 月      回 とする。 

３．「まちの保健室」開設時間は     ：    ～    ：     までとする。 

４．活動内容は、「まちの保健室」事業計画書(まち保様式１)を添付する。 

５．施設使用に際しては施設管理者と支部長及び支部「まちの保健室」担当責任者とで協議

し決定に沿って実施する。 

６．この覚書は毎年更新され、内容については更新のつど両者で確認をする。 

７．この覚書を２通作成し施設管理者と協会支部で保管する。 

 

    年   月   日   

 

 

住所 〒    －     

                            

山形県看護協会     支部   支部長氏名              印 

 

住所 〒    －         

                                                        

施設管理者                    公印（または印） 
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(まち保様式３) 

山形県看護協会「まちの保健室」事業運営スケジュール 

実施月日：   年  月  日（  ）  時  分 ～  時  分  運営担当（          ） 

開催会場：（                        ） 担当責任者：(             ) 

時 間 事 項 担当者名 場 所 

     

    

    

                   

             

    

    

 

  

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

  

    

備 考 設営図 

・借用物品：  

 

・必要物品： 

 

 

 

・使用機材：  

・昼食の摂り方：  

・服装： 

・クリーニング： 

・日当・旅費： 

・その他： 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 必ず、役割及び担当者氏名をご記入下さい。  
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（まち保様式４） 

公益社団法人山形県看護協会  

会  長  あて 

運営担当             

       

  報告責任者                    

 

山形県看護協会「まちの保健室」事業実施報告書 

開催日時 年   月   日 (  )    時   分 ～   時   分 

イベント名  

会場及び 

所在地 

会場名： 

所在地：                     TEL：  

運営人数 担当者：     名 

関連団体 
栄養士会  名、   薬剤師会  名、   理学療法士会  名、   日精看  名 

その他   名（                              ） 

参加人数 総数      名      

健康 

チェック 
血圧   名、 血管年齢   名、 握力   名、 体組成   名、 体脂肪   名 

その他 ハンドトリートメント   名、  手洗いチェック   名 

相談・指

導内容 
(別紙１より

集計) 

食生活について 件 運動について 件 

生活習慣病について 件 血圧について 件 

喫煙・飲酒について 件 メンタル面について 件 

介護相談 件 子育てについて 件 

服薬指導 件 その他(           )         件 

その他 

実施内容 

    

         

参加者の

様子 
反応・意見 

 

 

 

 

 

 

実施者の

反省 

評価 

 

 

 

 

 

 

今後の 

課題 

 

 

 

 

報告   年  月  日    記載者氏名         

所属施設名                         電話番号 
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(まち保様式５)                             年   月   日 

公益社団法人山形県看護協会 

  会 長  あて 

                             支部名                 

                             支部長               

                             所属名               

                             電話番号              

山形県看護協会「まちの保健室」事業実施評価表 

まちの保健室開催状況 

 開催日 開催場所 参加人数 スタッフ数 関連団体状況 

イベント型   月  日     

  月  日     

  月  日     

  月  日     

  月  日     

  月  日     

常設型   月  日     

月  日     

月  日     

実施内容や評価について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他団体との連携について 

 

 

「まちの保健室」ボランティアについて 

 

 

次年度の課題 
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（まち保様式６） 

公益社団法人山形県看護協会長 様 

この度、山形県看護協会「まちの保健室」ボランティアに登録いたしたく申し込みます。 

                        記入月日     年  月  日 

山形県看護協会「まちの保健室」ボランティア登録申込書 

（フリガナ）  女

・

男 

年  月  日生 
氏  名 

                             

                   ㊞ 

住  所 

〒 

連 絡 先 

 

Tel（自宅）         （携帯） 

 

Ｅ-mail 

 

Fax 

就業の有無 

施設名 

 

住所 

 

電話番号 

 

Fax 

無 

 

最終離職 

   年  月 

免許証種類 □保健師    □助産師    □看護師    □准看護師 

 

活動できる 

地域 

□県内全域 

□山形支部地域（村山地域から村山市・東根市・尾花沢市・大石田町を除いた地域） 

□最北支部地域（最上地域に村山市・東根市・尾花沢市・大石田町を加えた地域）  

□置賜支部地域    

□庄内支部地域 

□その他（                 ） 

活動可能日 
□平日    □土・日・祝祭日   □一日可能    □午前のみ  □午後のみ 

□その他（                           ） 

 

PRポイント 

 

 

 

※登録申込時に、ボランティア登録証に貼付する顔写真（縦 4㎝×横 3㎝位）1枚ご準備ください。 

 

                        事務局担当者確認サイン（        ） 

                        登録年月日      年   月  日  
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（まち保様式７）   

 

 

 

公益社団法人山形県看護協会長 様 

 

 

 

山形県看護協会「まちの保健室」ボランティア登録辞退届 

記入月日     年  月  日    

 

 

都合により、「まちの保健室」ボランティアの登録を辞退いたします。 

 

（フリガナ）  男 

・ 

女 

     年  月  日生 
氏   名                 ㊞ 

住   所 

〒   －    

 

  

 

 

 

 

 

 

                      受理   年   月   日 

                          山形県看護協会事務局確認サイン 

                          （           ） 
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 (別紙１) 

              「まちの保健室」チェック表 

年   月   日（  ） 

No 性別 年齢 測定 ケア 相談・指導内容 
関連団

体連携 

1 男  女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

２ 男  女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

３ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

４ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                           ） 

栄・薬

理・精 

５ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

６ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

７ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

８ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

９ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１０ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１１ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１２ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１３ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１４ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１５ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１６ 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１7 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１8 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

１9 男 女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

20 男  女  
血圧・血管年齢・握力 

体組成・体脂肪 

ハンド  

トリート

メント 

食生活 運動 喫煙 飲酒 介護 血圧 子育て メンタル 

その他（                                          ） 

栄・薬

理・精 

 

※関連団体  栄：栄養士会  薬：薬剤師会  理：理学療法士会  精：日精看 
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重
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長
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÷

身
長

(m
）

や
せ

：
1
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未
満

　
　

普
通

：
1
8
.5

～
2
5
未

満
　

　
肥

満
：
2
5
以

上

血
　

 　
　

　
圧

身
　

　
 　

　
長

体
　

 　
　

　
重

年
　

 　
　

　
齢

体
　

 脂
 　

肪

B
 　

 M
  

 　
I

気
に

な
る

こ
と

「
ま
ち
の
保
健
室
」
っ
て

な
～
に
？

「
ま

ち
の

保
健

室
」
と

は
、
学

校
に

保
健

室
が

あ
る

よ
う
に

、
地

域
の

方
々

が

気
軽

に
健

康
に

関
す

る
相

談
が

で
き

る
場

所
で

す
。

健
康

な
時

も
病

気
の

時
も

、
こ

こ
ろ

と
身

体
に

関
す

る
様

々
な

気
が

か
り
や

悩
み

に
、
看

護
職

が
丁

寧
に

対
応

い
た

し
ま

す
。

本
日
の
測
定
値

年
月

日
（

）

★
体

組
成

計
・
体

脂
肪

計
の

測
定

は
ペ

ー
ス

メ
ー

カ
ー

装
着

し
て

い
る

方
は

で
き

ま
せ

ん
。

公
益
社
団
法
人
山
形
県
看
護
協
会

〒
9
9
0
-
2
4
7
3

山
形

市
松

栄
一

丁
目

５
番

４
５
号

Ｔ
Ｅ

Ｌ
0
2
3
-
6
8
5
-
8
0
3
3

 
自

分
に

合
っ

た
方

法
で

ス
ト
レ

ス
解

消
し

よ
う

過
剰

な
ス

ト
レ

ス
は

心
身

に
様

々
な

不
調

を
も

た
ら

し
ま

す
。

ス
ト
レ

ス
と

上
手

に
付

き
合

う
た

め
に

、
自

分
な

り
の

ス
ト
レ

ス
解

消
法

を
持

ち
ま

し
ょ

う
。

ス
ト
レ

ス
解

消
法

の
い

ろ
い

ろ
・
か

ら
だ

を
動

か
す

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

や
ス

ポ
ー

ツ
を

楽
し

む

・
就

寝
前

の
ス

ト
レ

ッ
チ

を
習

慣
に

す
る

・
腹

式
呼

吸
を

行
う

・
ガ

ー
デ

ニ
ン

グ
や

陶
芸

、
絵

画
や

料
理

な
ど

創
作

活
動

を
楽

し
む

・
音

楽
を

聞
い

た
り
、

歌
を

歌
う

・
今

の
気

持
ち

を
書

い
て

み
る

・
休

日
は

し
っ

か
り
と

休
む

 
良

い
睡

眠
を

と
ろ

う

睡
眠

時
間

の
不

足
や

睡
眠

の
質

の
悪

化
は

、
生

活
習

慣
病

の
リ
ス

ク
に

つ
な

が

り
ま

す
。

「
ぐ

っ
す

り
眠

っ
た

」
と

い
う

感
覚

が
得

ら
れ

る
よ

う
に

、
眠

り
の

質
を

高
め

ま
し

ょ
う

。

・
寝

る
時

間
と

起
き

る
時

間
を

毎
日

一
定

に
す

る

・
環

境
を

整
え

る
。

光
の

遮
断

、
P
C
や

ス
マ

ー
ト
フ

ォ
ン

を
長

時
間

見
な

い

・
寝

る
前

に
軽

い
ス

ト
レ

ッ
チ

・
寝

る
前

は
お

酒
や

カ
フ

ェ
イ

ン
を

含
む

飲
食

物
は

控
え

る

（
別
紙
２
）
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公益社団法人山形県看護協会  

「備品貸出規則」  
 

（目 的） 

第１条  この規則は、公益社団法人山形県看護協会（以下「県看護協会」という）において      

備品の貸出しについて必要な事項を定め、県看護協会会員および県民の健康保持・増進に 

対する意識の向上に寄与することを目的とする。 

 

（貸出備品） 

第２条  貸出備品は、別紙「備品借用申込書」（A）及び（B）における貸出備品とする。 

 

（貸出基準） 

第３条  県民の健康づくり、健康推進イベントなどでの使用とし、営利目的でないもの 

 

（借用について） 

第４条  「備品借用申込書」に必要事項を記入し、県看護協会に提出すること 

第５条  県看護協会会員でない場合は、身分を確認できるものを提示すること 

第６条  借用料は無料。但し、貸出・返却に要する費用は貸出備品を使用する者（以下「使用者」と   

いう）の負担とする。 

  ２  貸出備品の使用にあたり必要な消耗品は借用者負担とする。 

第７条  貸出備品の授受については、使用者が県看護協会に来館し、直接行うこととする。来館が難

しい場合は、借用・返却方法について事務局と相談する。 

 ２  転貸、転借は認めない。 

第８条  貸出備品の使用は県看護協会の事業を優先とする。また同一期間に複数の申込みがある場合

は、貸出できない場合がある。 

 

（使用上の注意） 

第９条  使用者は貸出備品の使用にあたり、紛失又は棄損しないように細心の注意を払わなければ  

ならない。 

２  使用者は、貸出備品を紛失、又は棄損した場合は、損害を弁償しなければならない。 

紛失や棄損などが生じた場合は、原則、借用時の状態に戻して返却すること。 

第 10条  使用者等が、貸出備品等により事故を起こした場合、県看護協会はその責めを負わない。 

 

（返却について） 

第 11条  使用後は速やかに返却し、必要な手続きを行うこと 

第 12条  返却日は厳守のこと 

第 13条  子供用白衣、ナースキャップは、クリーニング後に返却すること 

 

（規則の変更） 

第 14条  この規則は、必要時管理運営会議において審議、変更する事ができる。 
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（４） 台 （１５） 台

（５） 台 （１５） 本

（３０） 枚 （５） 枚

（３０） 枚

（８） 枚

（１５） 枚

（１０） 枚

　２．　借用について

～

返 却 日

勤務施設名

【連絡先】

　　公益社団法人山形県看護協会 　　〒990-2473　山形市松栄一丁目5番45号 

　　 ℡　023-685-8033　　　Fax 023-646-8868　　　 　　E-mail: jigyou@nurse-yamagata.or.jp

　　　　　年　 　　月　　　　日（　　　） 取扱者

　　　　　年　 　　月　　　　日（　　　） 取扱者返却日

団体名・施設名

使用責任者氏名

以下、県看護協会使用欄

貸出日

備　　　考

公益社団法人山形県看護協会　会長　様

　　　　上記のとおり借用の申込みをいたします。ついては、備品貸出規則を遵守いたします。

　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

借
用
者

氏    名

連 絡 先

　　年　　　　月　　　　日

使用場所

使用目的

借 用 日 　　年　　　　月　　　　日 　　年　　　　月　　　　日

ブ ル ゾ ン

の
ぼ
り

山 形 県 看 護 協 会

ま ち の 保 健 室

い い お 産 の 日

　　注） 借用物品の破損の場合は、下記連絡先までご連絡ください。

　　　　　エプロン・ブルゾン・バスタオル・のぼりは、クリーニングをしてご返却ください。

使用年月日 　　年　　　　月　　　　日

血 圧 計 足 台

体 脂 肪 計 ポ ー ル

エ プ ロ ン バ ス タ オ ル

公益社団法人山形県看護協会

備 品 借 用 申 込 書　（A）
※太枠内の必要事項をご記入ください。

　１．　貸出備品一覧

品　目　（　定　数　） 数　量 品　目　（　定　数　） 数　量
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□ 【100】 □ 【110】 □ 【120】 枚 □ 白 □ ピンク

□ 【130】 □ 【140】

□ 赤 □ 緑

□ 【100】 □ 【110】 □ 【120】 枚 □ 男の子 体

□ 【130】 □ 【140】 □ 女の子 体

（１） セット

□ 【100】 □ 【110】 □ 【120】 枚 （１） セット

□ 【130】 □ 【140】 （４） セット

【連絡先】

       白衣・ナースキャップは、クリーニングしてご返却ください。

使用年月日

※太枠内の必要事項をご記入ください。

枚

本

　　　 借用物品の破損の場合は、下記連絡先までご連絡ください。

　※　サイズや色などが複数あるものは、借用を希望するものに ☑ をご記入ください。

高齢者体験装具

新生児人形

(各2体）

　２．　借用について

妊婦ジャケット

品　目　（　定　数　）

　　年　　　月　　　日 　　年　　　月　　　日～

公益社団法人山形県看護協会

備 品 借 用 申 込 書　（B）

　白　（男 児）

　花　柄　（女 児）

　ピンク　（女 児）

子
供
用
白
衣

数　量

子供用ナースキャップ

胎児モデル

ステート（聴診器）

　１．　貸出備品一覧

品　目　 数　量

公益社団法人山形県看護協会　会長　様

借
用
者

備　　　考

　　年　　　月　　　日

氏    名

連 絡 先

　　年　　　月　　　日

勤務施設名

借 用 日

使用目的

返 却 日

使用場所

以下、県看護協会使用欄

取扱者

上記のとおり借用の申込みをいたします。ついては、備品貸出規則を遵守いたします。

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

団体名・施設名

使用責任者名

         ℡　023-685-8033　　　Fax 023-646-8868　　　 　　E-mail: jigyou@nurse-yamagata.or.jp

　  　公益社団法人山形県看護協会 　　〒990-2473　山形市松栄一丁目5番45号 

貸出日 　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

返却日 　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

取扱者
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公益社団法人山形県看護協会 

「健康測定機器貸出規則」  
（目 的） 

第１条  この規則は、公益社団法人山形県看護協会（以下「県看護協会」という）において県看護   

協会会員に対する健康測定機器の貸出しについて必要な事項を定め、県看護協会会員および

県民の健康保持、増進に対する意識の向上に寄与することを目的とする。 
 

（貸出機器） 

第２条  貸出機器は、次の各号に挙げるものとする。 

（１）体組成計 ４台（事務局３台、鶴岡市１台） 

（２）血管年齢測定器 １台 

（３）握力計 ３台 

（４）手洗いチェッカー ２台 
 

（貸出基準） 

第３条  機器の貸出しについては、県民の健康づくり、健康推進イベントなどでの使用とし、営利  

目的でないものとする。また次に掲げる要件を満たしていることが望ましい。 

（１）県看護協会会員であること（個人への貸出しはしない） 

   または、県看護協会長が必要と認める他の医療関係団体であること 

（２）保健師、助産師、看護師、准看護師等の有資格者が運用者として確保されていること 
 

（借用について） 

第４条  「健康測定機器借用申込書」に必要事項を記入し、県看護協会に提出すること 

第５条  借用料は無料。但し、貸出・返却に要する費用は貸出備品を使用する者（以下「使用者」と   

いう）の負担とする。 

  ２  機器の使用にあたり、付属以外の消耗品は借用者負担とする。 

第６条  機器の授受については、使用者が県看護協会に来館し直接行うこととする。来館が難しい場

合は、借用・返却方法について事務局と相談する。 

鶴岡市に配置している体組成計は、事務手続き終了後に、機器管理責任者より借り受ける。 

  ２  転貸、転借は認めない。 

第７条  機器の使用は県看護協会の事業を優先とする。また、同一期間に複数の申込みがある場合は、

貸出できない場合がある。 
 

（使用上の注意） 

第８条  使用場所は屋内であること 

第９条  使用者は貸出機器の使用にあたり、紛失又は棄損しないように細心の注意を払わなければ 

ならない。 

２  使用者は、貸出機器を紛失、又は棄損した場合は、損害を弁償しなければならない。 

紛失や棄損などが生じた場合は、原則、借用時の状態に戻して返却すること。 

第 10条  使用者等が、貸出機器等により事故を起こした場合、県看護協会はその責めを負わない。 

（返却について） 

第 11条  使用後は速やかに返却し、必要な手続きを行うこと 

（規則の変更） 

第 12条  この規則は、必要時管理運営会議において審議、変更する事ができる。 
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公益社団法人山形県看護協会  

健康測定機器借用申込書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借入希望機器 

および借用台数 
 

希望機器に○印を 

つけてください。 

（１）体組成計   台 

（２）血管年齢測定器      台 

（３）握力計      台 

（４）手洗いチェッカー      台 

使用年月日 
       年     月     日（  ）～ 

       年     月     日（  ） 

借用日        年     月     日（  ） 

返却日        年     月     日（  ） 

使用場所  

使用目的  

借
用
者 

氏 名  

勤務施設名  

連 絡 先  

備  考  

公益社団法人山形県看護協会 会長 様 

 

上記のとおり借用の申込みをいたします。 

  ついては、健康測定機器貸出規則を遵守いたします。 

         年    月    日 

            団体名・施設名                   

使用責任者氏名                   

以下、県看護協会使用欄 

貸出日    年    月    日（  ） 取扱者             

返却日    年    月    日（  ）  取扱者             
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公益社団法人山形県看護協会 

 「看護技術研修用シミュレーター貸出規則」 
（目 的） 

第１条  この規則は、公益社団法人山形県看護協会（以下「県看護協会」という）において県看護協会会

員に対する看護技術研修用シミュレーターの貸出しについて必要な事項を定め、山形県内の各医

療機関等で看護職員の医療・看護技術研修の実施にあたり、研修が効果的に行える体制を支援す

ることを目的とする。 

（貸出機器） 

第２条  貸出機器は、次の各号に挙げるものとする。 

（１）採血・静脈シミュレーター ２セット 

（２）吸引モデル ２セット 

（３）AEDトレーナー １セット 

（貸出基準） 

第３条  機器の貸出しについては、次に掲げる要件を満たしていること。 

（１）県看護協会会員であること 

（２）保健師、助産師、看護師、准看護師等の有資格者が運用者として確保されていること 

（３）県看護協会研修事業（支部を含む）、看護団体、医療機関、看護師等養成所・学校などでの使用と

し、営利目的でないもの。その他、県看護協会長が必要と認める施設（個人への貸出しはしない） 

（借用について） 

第４条  「看護技術研修用シミュレーター借用申込書」に必要事項を記入し、県看護協会に提出すること。 

第５条  借用料は無料。但し、貸出・返却に要する費用は貸出機器を使用する者（以下「使用者」という）

の負担とする。 

  ２  機器の使用にあたり必要な消耗品は借用者負担とする。 

第６条  機器の授受については、使用者が県看護協会に来館し、直接行うこととする。来館が難しい場合

は、借用・返却方法について事務局と相談する。 

  ２  転貸、転借は認めない。 

第７条  機器の使用は県看護協会の事業を優先とする。また、同一期間に複数の申込みがある場合は、貸

出できない場合がある。 

（使用上の注意） 

第８条  使用場所は屋内であること 

第９条  貸出機器に不具合等があった場合、速やかに県看護協会に報告すること 

第 10 条 使用者は貸出機器の使用にあたり紛失又は棄損しないように細心の注意を払わなければならない。 

２  使用者は、貸出機器を紛失、又は棄損した場合は、損害を弁償しなければならない。 

紛失や棄損などが生じた場合は、原則、借用時の状態に戻して返却すること 

第 11条  使用者等が、貸出機器等により事故を起こした場合、県看護協会はその責めを負わない。 

（返却について） 

第 12条  使用後は速やかに返却し、必要な手続きを行うこと 

（規則の変更） 

第 13条  この規則は、必要時管理運営会議において審議、変更する事ができる。 
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公益社団法人山形県看護協会  

看護技術研修用シミュレーター借用申込書 

 

借入希望機器 

および借用台数 

 

希望機器に○印を 

つけてください。 

（１）採血・静脈シミュレーター  セット 

（２）吸引モデル     セット 

（３）AED トレーナー     セット 

使用年月日 
       年     月     日（  ）～ 

       年     月     日（  ） 

借用日        年     月     日（  ） 

返却日        年     月     日（  ） 

使用場所  

使用目的  

借

用

者 

氏 名  

勤務施設名  

連 絡 先  

備  考  

 公益社団法人山形県看護協会 会長 様 

上記のとおり借用の申込みをいたします。 

   ついては、看護技術研修用シミュレーター貸出規則を遵守いたします。 

           年    月    日 

            団体名・施設名                   

使用責任者氏名                   

以下、県看護協会使用欄 

貸出日    年    月    日（  ） 取扱者             

返却日    年    月    日（  ）  取扱者             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
山形県看護協会「まちの保健室」運営マニュアル 

  この運営マニュアルは令和 6年 3月の管理運営会議で承認され 

令和 6年度の事業より運用する。 

 

  発行 令和 6年４月  

公益社団法人山形県看護協会 

〒990-2473 山形市松栄一丁目 5番 45号 

TEL 023-685-8033  FAX 023-646-8868 

e-mail jigyou@nurse-yamagata.or.jp 


